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（様式４０の４の２）薬剤業務向上加算の施設基準に係る届出
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施設基準※1 確認項目 判断基準

1. 出向先について、都道府県や二次医療圏などの個々の地域にお
ける保険医療機関に勤務する薬剤師の需要と供給の状況を踏ま
え、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療
等の業務の充実が必要な保険医療機関を選定していること。

出向先医療機関との関係性 当該医療機関と特別な関係※2がある病院ではない。

出向先医療機関の所在地 薬剤師不足地域内である。

2. １において選定した出向先の保険医療機関及び都道府県におけ
る薬剤師確保の取組を担当する部署との協議の上で、次の要件
を満たす具体的な計画が策定されていること。
なお、具体的な計画には、当該地域における医療機関に勤務す

る薬剤師が不足している状況、出向先の保険医療機関を選定し
た理由を記載するとともに、都道府県と協議したことがわかる
内容を記載又は計画書へ添付しておくこと。

出向先医療機関選定の理由 出向先医療機関の選定理由について、次の項目が明瞭に記載され
ている。

薬剤師不足に伴う出向
先医療機関の課題

出向先医療機関が薬剤師不足により、病棟業務やチーム医療等に
課題がある。

出向することで得られ
る効果

出向により、病棟業務にかかる診療報酬等の増加又はチーム医療
の充実等の具体的な改善策の記載がある。
また、期待できる波及効果等の記載があることが望ましい。

（協議内容記載の有無）※3 （計画書に県との協議したことがわかる内容の記載等がある）※3

① 出向する薬剤師は、概ね３年以上の病院勤務経験を有し、
かつ、当該保険医療機関において概ね1 年以上勤務してい
る常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医療機関に
戻って勤務すること。

出向する薬剤師の選定理由
及び要件

出向する薬剤師の選定理由が明瞭である。
（例：主体的に学ぶ意思がある等）
出向する薬剤師は次のすべてを満たす者である。
・概ね３年以上の病院勤務経験
・当該医療機関で概ね１年以上勤務の常勤の薬剤師
・出向後は当該医療機関に戻って勤務

② 出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機
関、都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と
の協議により決められたものであること。

出向する期間 薬剤師の出向する期間が１年以上である。

出向する薬剤師が地域医療
に係る業務の実践的な修得
が可能な計画か

・出向する薬剤師が地域医療に係る業務の実践的な修得が可能な
具体的な計画がある。

＜事後確認＞
・定期的な実績報告の提出及び実績内容が計画に則している。

3. １及び２に基づき現に出向を実施していること。 （出向実施の有無）※3 （現に出向している。）※3

確認項目及び判断基準（案）

※3（ ）については厚生局が確認する事項※１「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」から抜粋
（令和６年３月５日保医0305第５号厚生労働省保健局医療課長通知） ※2 特別な関係とは、開設者又は代表者が同一法人である等
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出向元の保険医療機関
（当該医療機関）

薬剤師確保担当部署
（薬務課）

薬剤業務向上加算に係る対応フロー案

●「薬剤業務向上加算」
の届出を検討

計画書(案)の提出

計画書(案)の作成
（出向先医療機関の選定含む）

厚生局へ届出

県対策協議会
（届出書＋計画書等）

（計画書案送付）

相談受付【随時対応】

＊施設基準のうち、県の確認項目並びに判断基準を説明
＊計画書(案)の提示を依頼

確認・判断結果を報告

（提示依頼）

（相 談）

県対策協議会

計画書（最終版）の確認

協議した旨を計画書に記載

必要に応じて修正依頼

●「確認項目及び判断基準（案）」について審議・策定
※医療機関から提示される薬剤業務向上加算に係る計画書の内

容を協議するため県の基準を策定。

計画書の修正
（やりとり）

（協議終了）

（送付）計画書（最終版）

県薬務課と協議（対面）

県
と
の
協
議
の
位
置
づ
け

●その後は以下のフローで個別に協議
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